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権

利

濫

用

理

論

の

後
展

ミ
其

林

目

共

序
説
絶
針
的
法
律
概
念
の
一
杭
令
的
特
向

一
、
機
利
濫
用
理
論
の
端
初
的
形
態

二
、
纏
利
法
用
環
論
の
歴
史
的
援
岡
田
過
程
〈
第
一
期
船
生
時
代

一
ニ
、
健
利
法
用
規
論
の
地
域
的
後
援
過
程

第
一
類
搭
利
の
絶
針
性
を
倉
重
す
る
諸
岡
(
英
、
米
)

第
二
類
準
設
並
に
一
列
例
に
よ
り
相
釘
性
を
是
認
す
る
諸
岡
〈
ラ
テ
ン
諮
問
、
日
本
V

第
二
期
建
設
時
代

巳

智

係
三
期
抜
大
時
代
〉

ω
即
日
十
説
列
例
上
の
某
準
(
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
・
)

山
仰
木
邦
に
於
け
る
最
近
の
主
な
る
列
例

第
一
、
土
地
所
有
擦
に
闘
す
る
も
の

第
二
、
地
下
水
利
擁
に
闘
す
る
も
の

第
三
類
成
文
に
よ
り
て
相
針
性
を
認
む
る
諸
岡
ハ
獄
、
瑞
閥
、
中
閥
)

同
目
的
主
義
的
立
法

恥
問
機
能
主
義
的
立
法

結

語抽
惟
利
濫
用
論
と
其
の
援
炭

権
利
法
用
理
論
と
共
の
溌
炭

三大



様
利
濫
用
制
立
酬
と
其
の
溌
炭

四

序

5党

近
代
同
家
が
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
よ
る
砲
火
の
洗
臓
を
交
け
て
華
や
か
に
そ
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
と
き
に
、
私
法
上
の
指
議
原

理
と
し
て
遵
奉
さ
れ
た
も
の
は
前
ふ
ま
で
も
な
く
か
の
人
権
宣
す
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
と
で
あ
っ
た
。
爾
後
臥
米
諸
問
は
勿
論
、
世

界
各
岡
の
私
法
臨
制
は
何
れ
も
之
を
規
準
と
し
℃
新
た
な
る
扮
装
の
下
に
岡
民
生
活
の
上
に
統
一
同
家
の
権
力
を
背
景
と
し
て
抑
し

被
さ
っ
て
来
た
。

然
る
に
周
知
の
如
く
、
之
等
の
開
則
は
そ
の
淵
加
を
ロ

l
マ
訟
に
穫
し
、
首
時
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ヂ

1
ム
〉
口
市
町

E

Z色
宮
市
の
ア

ブ
ソ
リ
ユ
チ
ズ
ム
に
抗
し
て
拶
肝
と
し
て
起
っ
た
第
三
階
級
の
個
人
主
義
的
白
山
主
義
を
悲
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
放
に
大

多
数
の
民
衆
は
王
権
の
座
制
よ
り
弛
れ
得
た
る
一
代
り
に
、
新
た
た
る
プ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ

1
の
鹿
制
の
下
に
附
ぐ
可
き
運
命
に
置
か
れ
た

の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
之
等
の
民
法
典
は
一
方
に
於
い
て
私
有
財
応
制
度
の
維
持
鷲
民
に
絶
大
の
支
持
を
興
ふ
る
と
共
に
、
他
方
に

於
い
て
は
枇
合
に
於
け
る
絞
済
的
分
化
の
速
度
一
を
な
激
に
促
進
せ
し
め
深
刻
な
る
階
級
闘
争
を
阪
胎
す
る
に
五
っ
た
。
之
に
到
し
て

民
衆
の
友
を
以
っ
て
任
や
る
一
批
合
思
想
家
の
獣
殺
す
る
筈
が
な
く
彼
等
に
よ
っ
て
幾
多
の
尖
鋭
な
る
批
判
が
行
は
れ
た
が
、
就
中
近

代
岡
家
の
護
昨
地
た
る
フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
、
逸
平
く
も
タ
批
プ
ル

1
ド
ン
は
「
所
有
権
と
は
何
ぞ
や
」
(
安
戸
ぷ
込
・
2
宮
市
宮

吋
さ
胃

5
S〉
と
著
し
、
そ
♂
半
掠
奇
警
な
る
市
を
以
っ
て
所
有
権
を
め
ぐ
る
法
律
機
構
の
快
陥
を
暴
露
L
之
を
完
山
川
な
き
ま
で
に

批
判
し
た
。
彼
の
買
の
目
的
は
農
民
の
耕
作
棋
を
防
衛
せ
ん
と
す
る
建
設
的
主
張
に
在
っ
た
の
で
あ
る
が
悦
人
は
徒
ら
に
師
存
機
椛

に
封
ず
る
破
壊
的
方
面
の
み
に
四
は
れ
。
フ
ル

l
ド
ン
は
久
し
く
誤
解
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

斯
か
る
裡
に
も
、
や
が
て
新
制
度
の
内
部
的
依
陥
は
裁
判
上
に
於
て
も
必
然
的
に
暴
係
せ
ら
る
L

に
五
り
、
法
規
の
概
念
的
解
制
作

が
貫
世
間
に
受
話
せ
ダ
」
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
即
ち
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
山
県
に
準
擁
す
る
樺
利
が
そ
の
越
川
に
於
て
は
一
定
の
批
合

的
制
約
を
必
要
と
す
る
事
が
判
例
に
於
て
立
言
せ
ら
れ
た
。
楳
利
権
問
迎
論
の
誕
生
が
斯
く
し
て
何
人
と
蛾
も
否
定
せ
ら
れ
な
い
事



貰
と
し
て
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
し
て
之
に
関
す
る
事
設
と
判
例
と
は
相
併
ん
で
法
規
の
献
陥
を
柿
ひ
っ
L
共
の
趨
刑
を
合

理
的
な
ら
し
む
可
き
使
命
を
婚
っ
て
来
た
の
で
る
る
。
フ
ラ
ン
ス
並
に
そ
の
流
れ
を
掬
む
諸
立
法
は
依
然
と
し
て
と
の
樫
制
に
置
か

れ
つ
L
十
九
世
紀
は
そ
の
終
震
に
近
づ
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
果
然
ド
イ
ツ
民
法
は
之
れ
を
質
定
法
の
裡
に
織
込
ん
で
拾
に
始
め
て

態
設
と
判
例
と
に
依
っ
て
支
持
さ
れ
て
来
た
新
理
論
は
勝
利
の
楽
討
を
扇
ち
得
る
に
五
っ
た
。
や
が
て
ス
イ
ス
民
法
も
同
じ
路
を
辿

り
、
更
に
降
っ
て
最
近
に
至
り
、
五
口
が
隣
邦
中
華
民
閣
に
於
て
も
そ
の
法
律
機
悼
の
近
代
化
を
断
行
す
る
に
及
び
之
の
新
し
き
法
理

を
是
認
し
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
五
口
が
民
法
典
は
不
幸
に
し
て
依
然
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
先
雌
を
超
ひ
、
漸
く
近
時
間
申
設
と
判
例
と
に
よ
り
個
人
主
義
的
猷

陥
を
匡
救
し
つ
L

あ
る
航
態
で
あ
る
。
民
法
典
の
み
な
ら
示
現
代
法
制
の
全
般
に
瓦
り
、
共
等
の
凶
は
れ
た
る
法
理
を
是
正
し
て
枇

舎
が
解
放
せ
ら
れ
可
き
も
の
は
猶
ほ
多
々
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
る
る
が
、
公
私
雨
法
制
の
金
制
域
に
瓦
り
と
の
楳
利
濫
用
理
論
ほ
ど

そ
の
趨
別
の
蹟
汎
に
し
て
且
つ
重
大
な
る
も
の
は
た
い
の
で
あ
る
。
之
を
全
般
的
に
論
述
す
る
と
と
は
到
・
民
と
の
小
論
の
克
く
な
し

能
ふ
と
こ
ろ
で
な
い
か
ら
、
共
に
主
と
し
て
私
法
上
の
問
題
に
就
い
て
そ
の
本
質
並
に
護
長
の
過
税
を
述
べ
、
五
日
閣
に
於
け
る
現
献

を
品
服
し
ゃ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
倫
ほ
本
文
は
嘗
っ
て
私
が
所
有
権
の
境
相
濯
を
論
じ
た
る
際
に
そ
の
一
節
と
し
て
述
べ
た
る
と
と

ろ
を
更
に
柿
足
追
加
し
た
る
も
の
な
る
と
と
を
謝
っ
て
会
く
。

は
州
民
法
の
法
諺
と
し
て
知
ら
れ
て
居
る
も
の
に
弐
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

「
権
利
ヲ
行
使
ス
ル
者
ハ
何
人
エ
封
シ
テ
モ
不
法
ヲ
箆
サ
ズ
」
0
0
己
」
Z
門

司

由

g
己
-
2
3
5
E
U
5
5
r色
町
仲
・
「
権
利
ヲ
行
使
ス
ル

者
ハ
何
人
ヲ
モ
侵
害
セ
ズ
」
。
と
の
原
理
を
所
有
権
の
結
封
性
と
組
合
せ
て
見
よ
。
比
べ
庭
に
は
無
限
に
側
人
的
円
山
意
思
に
随
っ
て
振

舞
ふ
も
法
作
上
何
等
の
拘
束
・
な
き
地
位
を
現
出
す
る
で
る
ら
う
。
師
に
奈
翁
法
典
に
依
り
、
総
防
法
の
と
の
思
想
は
普
く
十
九
世
紀

心
己
」
z
g
m
g
z己
E
H
J

ロ
ヨ
出
宮
山
内
定
宗
宮
」
三
日
HFHU

様
利
法
用
理
論
と
其
の
後
民

五



機
利
濫
川
迎
論
と
主
(
の
鼎
脱
皮

の
峨
米
を
岡
山
嗣
出
し
た
。
然
る
に
、
は
し
な
く
も
一
八
五
五
年
五
月
二
日
仰
岡
コ
ル
マ

l
ル

裁

判

所

に

於

い

て

停

統

的

思
想
に
一
矢
を
放
ち
た
る
判
決
が
現
れ
た
。
事
案
は
隣
人
の
窓
に
而
し
て
隣
人
を
害
せ
ん
と
い
ふ
唯
一
の
目
的
の
た
め
に
、
自
己
の

(
(
u
c
-
E
P
H
a
)
 

屋
根
の
上
に
仮
装
煙
突
(
己

E
P
5
mロ
ロ
}
戸
市
民
忘
る
を
築
悲
し
た
件
に
係
る
。
之
に
就
き
裁
判
所
は
断
じ
て

H
く
、
「
所
有
権
ハ
絶

制
的
ユ
シ
テ
所
有
者
ガ
白
山
一
二
品
川
物
ヲ
使
用
シ
作
可
キ
コ
ト
ヲ
原
則
ト
ナ
ス
ト
雌
モ
他
ノ
植
利
ト
均
シ
ク
、
本
位
-
一
於
テ
モ
、
誠
貫

油
法
ナ
ル
利
益
ノ
充
足
。

p
g江田
F
主
S
L
W
5
2昨
今
公
明
臥
江
戸
白
色
庶
民
件
宮
市
)
ナ
ル
限
界
存
ス
。
故
一
一
、
道
徳
ト
術
千
ト
ノ
郎

則
三
恭
一
キ
、
附
感
心
ト
悪
感
情
ノ
、
、
二
日
光
右
サ
レ
、
何
等
例
人
的
利
袋
ヲ
賢
サ
ズ
、
而
カ
モ
他
人
ユ
重
大
ナ
ル
損
害
ヲ
蒙
ラ
シ
ム
ル

ガ
如
キ
行
筋
ア
ラ
パ
、
裁
判
ハ
是
認
シ
難
シ
」
と
。
斯
く
て
そ
の
煙
突
は
取
殴
し
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

然
る
に
史
に
引
続
き
翌
一
八
五
六
年

F
旬
。
ロ
裁
判
所
に
於
て
も
、
土
地
所
有
者
が
隣
接
地
の
湧
来
を
洞
ら
さ
ん
許
り
に
自
分
の

所
有
地
に
穴
を
掘
っ
た
と
い
ふ
事
件
に
つ
き
、
共
川
生
前
に
法
く
、
相
正
棋
の
存
在
を
認
め
、
話
意
に
駆
ら
れ
て
之
を
使
す
者
は
準

不
法
行
筋
(
在
戸

MEA-色
ご
に
問
は
る
も
の
な
り
と
た
し
た
。
斯
く
て
損
害
賠
償
責
任
が
判
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
二
判
決
は
…
廷
に
異
常
の
反
響
を
喚
起
せ
し
め
世
論
は
賛
否
交
々
で
あ
っ
た
が
、
漸
弐
に
理
論
研
究
も
盛
ん
に
た
り
、
迭
に
は

験
設
判
例
の
み
な
ら
や
、
制
定
法
の
担
に
も
現
る
L
に
至
っ
た
。
と
れ
所
謂
「
権
利
の
佐
川
」
ト
玄
窃

L
g
E
m
H
〕
百
窃
げ

g
z司
Y
L
2

HW2r付
与
に
闘
す
る
新
版
別
で
あ
っ
て
、
即
ち
拡
利
の
位
加
は
民
の
拙
利
行
使
に
非
や
と
い
ふ
に
在
る
。
と
の
理
論
の
趨
加
を
受
く

る
問
題
の
中
、
土
地
所
有
椛
に
闘
す
る
も
の
は
最
も
主
要
な
る
も
の
で
あ
り
、
ハ
つ
頻
渡
す
る
皮
敢
に
於
て
も
多
い
や
う
で
あ
る
。

私
は
段
、
に
詳
述
す
る
い
と
ま
は
な
い
が
、

知
し
て
見
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
U

胎
生
時
代
(
司
}
5
2
E
gロ
国
内
山

B
g
g
p
p
m
H出
2
2日
吋
凸
〕

一
般
的
に
如
何
に
と
の
瑚
諭
が
殻
民
L
た
か
を
カ
ム
ピ
オ
ン

(
(
〕
出

B
1
0ロ
)
に
従
っ
て
分

第
一
期

がIほ之に就ては、求川博士、不法行1;t:MeK権利低周の

Campion. La theor匂 dcl'Abl1s des Droits. 1925， No・44.
Campion. op. cit. No・45.
Campion. op. cit. No・367.
研究、 291Ji以 F多目立

、ノ、ノ、ノ

1
1
Q
r
d
9
0
 



之
の
時
期
は
略
コ
ル
マ

l
ル
裁
判
所
の
剖
期
的
裁
判
の
問
現
し
た
十
九
世
紀
の
中
葉
か
ら
そ
の
末
葉
迄
と
見
て
よ
い
。
克
も
師
に

口

1
マ
法
に
も
類
似
し
た

F
E
g
E
の
概
念
、
又
は
H

H

出邑明回目。
H
H

の
思
想
等
も
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
誌
に
云
ふ
濫
別
法
理
と
は

形
式
的
は
同
様
で
も
、
性
質
上
具
れ
る
も
の
で
は
る
る
ま
い
か
。
近
代
的
の
一
枇
合
生
活
を
背
景
と
し
て
始
め
て
理
解
さ
る
べ
き
と
の

新
法
理
と
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
奮
概
念
に
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
何
物
か

r
存
在
す
る
と
忠
ふ
。
然
し
と
の
黙
に
つ
い
て
は
今
断

言
を
仰
向
山
開
す
る
e

第
二
期

〉ea官

(
】

V
}岡
田
由
。
口
内
巴

2
2
5
t〈
巾
)

建
設
時
代

と
れ
は
今
世
紀
の
初
か
ら
世
界
大
鞍
前
後
ま
で
ピ
漸
く
積
極
的
に
確
乎
た
る
地
伎
を
認
め
ら
れ
た
る
時
代
で
あ
る
。

鏡
大
時
代

(
H
J
S
m由

L
u
h
H
P
括
合
回
目

g
g
q

第

期

大
戦
後
、
枇
命
日
経
済
的
事
情
の
激
壌
に
仲
ひ
、
陳
府
四
な
ロ
1
7
法
的
個
人
主
義
は
そ
の
存
在
理
山
を
失
ひ
必
然
的
に
新
原
理
を
要

求
す
る
。
設
に
於
い
て
宇
ば
嘗
式
論
理
に
立
ち
、

A
T
ば
之
れ
を
否
定
す
る
と
の
艦
刑
法
理
が
益
々
膨
脹
す
る
時
代
で
必
る
。
接
点
仰
の

研
究
が
深
化
し
行
き
、
や
が
て
は
と
の
原
理
さ
へ
も
克
服
さ
る
L

か
、
又
は
よ
り
一
好
撰
張
さ
れ
る
か
そ
の
出
凱
の
過
程
に
在
る
の

で
あ
る
。

以
上
は
此
の
理
論
の
地
域
上
の
医
別
に
依
ら
ざ
る
各
岡
一
般
の
悟
史
的
費
民
の
姿
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
現
代
諸
問
家
が
如
何
程
の

限
度
に
於
い
て
と
の
新
し
い
法
理
を
取
扱
っ
て
居
る
か
。
共
に
と
れ
を
越
べ
ゃ
う
。

品
川
リ
方
ン
大
準
法
曲
学
部
長
ジ
ヨ
ス
ラ
ン
氏

(
F
i
r
m
m自

g
ロ
g
l
H
M近
大
審
院
判
事
と
た
る

i
は
共
名
著
「
法
律
の
精
榊
と
共
の
相

釘
性
」
(
別
名
権
利
濫
用
論
」
(
ロ
巾

F
、何回胃
F
L
g
u
g日
2
2
r
r
5
M
H乙
丘
町
ま
)
に
就
い
て
比
較
法
制
史
的
に
各
阿
の
植
利
酷

川
に
闘
す
る
態
度
を
分
類
し
て
次
の
三
類
と
な
し
た
P

模
利
濫
用
理
論
と
其
の
後
民

-{; 

Campion. op. cit. No・376.
Campion. op. cit. No・397.
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擢
利
低
川
政
論
と
其
の
滋
炭

ノ1、

(
出
)

]paHh拘日明]日戸件目。出向日ロ
mL}aa-

( 

0" 
) 

戸
市
一
担
①

V
G片品目

g
y
zと
3
z
g
r
J
1
0
5
z
a
p
-
p
g口
口
岳
丹

E
M
f
-
P
Z
F
Z
4
r
h
L
g
-
o
u・

( 

rコ
) 

一
『

hm曲目品向山田】回一品。ピ出ロゲ
mo】ロ
-xv出丹念山・

之
の
分
類
に
よ
る
配
世
は
、
権
利
洗
剤
の
法
却
を
最
も
霊
山
女
脱
す
る
附
を
首
位
に
沿
き
、
漸
+
叫
に
そ
の
程
度
の
微
弱
な
る
も
の
に

及
ん
で
ゐ
る
。
私
は
説
明
の
都
合
上
、
と
れ
を
正
反
針
に
並
べ
て
よ
か
ら
う
と
忠
ふ
。

権
利
雄
朋
理
論
を
認
め
ざ
る
も
の
(
英
、
米
〉

第
一
類

と
れ
上
越
の
第
三
知
に
印
刷
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
依
然
と
し
て
椛
利
の
絶
釘
性
に
限
着
し
、
個
人
主
義
的
思
想
を
瓶
歌
す
る
も

の
で
あ
る
0

4

ん
も
と
の
附
則
の
油
川
に
営
つ
て
は
漸
次
に
緩
和
さ
る
L

傾
向
が
明
山
に
看
取
さ
れ
る
。
夫
に
も
拘
ら
や
結
局
と
の
世

界
に
於
け
る
最
大
の
資
本
主
義
同
家
の
生
前
風
習
、
乃
至
は
思
却
の
謎
を
解
く
一
叶
き
鍵
は
、
斯
る
法
律
上
の
一
黙
に
も
伏
在
し
て
居

る
と
言
ふ
の
が
過
言
で
あ
ら
う
か
。
之
に
嗣
聯
し
て
ジ
ヨ
ス
ラ
ン
は
次
の
如
く
論
じ
て
ゐ
る
。

抑
々
個
人
主
義
的
で
あ
る
ア
ン
グ
ロ
サ
キ
ソ
ン
民
放
に
取
っ
て
は
、
権
利
は
法
伴
と
慣
習
と
に
依
っ
て
川
正
認
さ
る
L

限
り
、
あ
ら

ゆ
る
物
を
徹
底
的
に
利
附
す
可
き
手
段
で

b
り
、
叉
武
端
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
立
法
家
の
任
務
は
、
側
人
の
能
力

を
白
山
且
つ
完
全
に
渡
部
せ
し
む
可
く
、
あ
ら
ゆ
る
便
宜
を
拠
へ
る
事
に
る
り
、
配
分
的
正
義
伊
豆
山
内
凸

(
F
Z
Z
E
2
を
貫
現
せ

し
む
る
た
め
に
す
宅
も
努
力
す
る
必
裂
は
な
い
。
従
っ
て
斯
か
る
法
律
的
武
器
と
も
一
一
一
口
ふ
可
き
権
利
を
行
使
す
る
に
仮
借
す
る
と
と

ろ
な
く
、
公
の
づ
か
ら
之
に
依
っ
て
犠
牲
者
を
生
じ
易
い
。
か
L

る
法
律
的
闘
争
白
色
合
」
戸
弓

rr立
に
於
て
破
る
L
者
は
暴
党
す

A
N
H
L
凸

}gJ山口
C
H
H

《山
c
p
g
z
z
w
F
5
2岳
自
己
日
明
白

2
5
5
2
2回目。
H

M

V

(

巾
立
岡
の
岡
放
を
掲
揚
す
る

る
に
弱
者
で
あ
る
。
か
の

商
船
は
全
捕
を
免
れ
る
。
と
い
ふ
原
義
よ
り
特
じ
て
、
利
己
的
行
震
を
掛
川
護
す
る
場
合
を
言
ふ
。
)
て
ふ
諺
の
如
く
、
椛
利
て
ふ
バ
ピ

イ
ヨ
ン
は
生
存
競
争
場
裡
に
於
け
る
行
動
の
金
制
的
自
山
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
山
来
同
険
を
好
む
敢
篇
の
民
族
と
し
て
は
、

弱
者
の
利
訴
の
た
め
に
自
己
の
行
動
を
抑
制
す
る
と
と
な
ど
忠
ひ
も
寄
ら
な
い
仕
業
で
あ
る
。
常
っ
て
雑
印
刷
の
詩
人
ル
ク
レ
1
ス



F
5・P
2
ハ
ヨ
'UH・
切
・
。
・
)
が
共
の
詩
己
C

E
戸

E
E
湾
E
H
H
r
p
H
)
に
殺
べ
た
テ

5
2
5
2
-
5日間口
c
:
・
・
即
ち
と
れ
は

「
激
し
き
哉
、
脊
海
に
て
、
風
は
荒
れ
狂
ひ
、
波
は
高
く
、
人
々
の
情
め
る
椋
を
、
身
は
安
ら
か
な
る
大
地
に
布
り
て
眺
む
る
は
」

の
起
句
)
に
も
酷
似
し
た
言
葉
を
、
英
法
の
樺
威
ポ
ロ
ッ
ク
司
乙
ゲ
長
(
自

5
-
2・
0
内
H
C
Z
m
'
山
巾
〔
戸
切
り

EH)
や
、
或
は
米
間
大

統
制
ル

1
ズ
ベ
ル
ト
出
吉
田
凸
2
F
2
h
L合
】
ロ
百
円
ユ

g
F
守口
L
・
中

E
2・w
{
}
C
H円
2
5
5
3
H
》・

8
)
の
著
作
の
複
に
見
川
さ
れ
る
で

は
な
い
か
。

ジ
ヨ
ス
ラ
ン
は
い
さ
L

か
激
越
た
言
葉
を
綴
っ
て
斯
く
も
英
米
法
の
個
人
主
義
的
絶
釘
性
を
痛
撃
し
て
ゐ
る
。
羅
潟
法
に
所
前

m
T
-
5
5
5
」

Z
回、

m
T
-
5
5
Z
Y円
山
町
戸
「
法
ノ
飴
リ
ニ
厳
格
ナ
ル
趨
肘
ハ
、
往
h
A

不
正
ヲ
宵
ス
」
て
ふ
十
川
諺
に
よ
る
誠
を
越
え
て
、
仰
人

の
窓
意
が
斯
く
ま
で
に
写
室
せ
ら
る
ミ
有
様
は
、
グ
l

ヰ
ン
ロ
百
三
口
の
自
然
湘
汰
に
依
る
進
化
の
壊
設
を
ば
法
作
的
似
域
に
ま

で
讃
大
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
述
ぺ
て
ゐ
る
。

然
し
な
が
ら
、
英
米
法
と
離
も
、
そ
の
以
枇
命
的
仰
人
主
義
を
綬
和
し
、
結
剖
主
義
の
ド
グ
マ
が
相
封
主
義
の
前
に
漸
次
に
屈
伏

せ
ら
る
可
き
秋
が
来
た
の
で
あ
る
。
就
中
、
契
約
法
に
と
の
傾
向
が
顕
著
に
覗
は
れ
る
。
斯
様
に
し
て
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系

の
法
律
に
於
て
も
結
封
性
の
思
想
は
漸
次
に
崩
壊
し
、
歩
一
歩
、
新
し
き
相
釘
性
向
論
の
世
間
を
交
く
る
傾
向
が
る
る
と
一
斉
は
れ
あ

之
に
就
て
は
水
利
誌
に
闘
す
る
米
・
岡
の
判
例
に
所
有
権
の
紹
釘
性
を
否
定
す
る
劃
期
的
判
例
が
現
は
れ
製
界
の
抗
日
を
惹
い
た
と

と
は
嘗
て
私
が
迷
ペ
た
、
通
り
で
あ
る
c

即
ち
米
闘
に
於
い
て
最
も
農
業
の
盛
ん
な
る

向。]山内
2HV7
州
に
於
い
て
、
師
に
一
九

O
一
二
年
現
れ
た
判
例

rsgJ〈
)
は
地
下
水
の
使
用
に
就
い
て
相
互
櫨
(
(
リ
ミ
円
己
主
7
6
岡
山
間
宮
田
)

ハ一日ハロ昨日ィ・

J
J
J

ニa

の
存
在
を
認
め
、
各
自
は
合
理
的
に
地
下
水
を
利
川
し

侍
れ
共
相
隣
者
に
損
害
を
蒙
ら
し
む
る
が
如
き
不
法
な
る
行
使
を
筋
し
得
な
い
も
の
と
し
た
。
爾
後
と
の
判
例
は
少
く
も
、
加
州
に

於
て
は
是
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
或
ぴ
は
将
来
と
れ
が
恭
阪
と
な
っ
て
更
に
鎖
充
さ
れ
得
た
い
と
も
一
一
日
へ
な
い
。
援
す

る
に
と
の
判
例
は
性
質
上
一
八
五
五
年
の
め
。

rg円
の
夫
れ
と
略
同
一
で
あ
る
。

権
利
滋
周
到
論
と
其
の
妥
旧
民

1L 
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継
利
法
府
迎
論
と
共
の
溌
M
此

。

第
二
類
判
例
並
に
串
訟
に
認
む
る
も
未
だ
成
文
法
と
し
て
現
れ
ざ
る
岡
、

之
に
屈
す
る
も
の
は
奈
翁
法
典
の
影
響
の
多
い
も
の
な
る
事
が
分
ら
う
。
而
し
て
我
が
闘
も
亦
と
の
部
類
に
崩
す
る
。

然
し
な
が
ら
賀
際
の
法
律
生
前
に
於
い
て
、
之
等
の
諸
国
が
弐
の
第
三
類
に
属
す
る
諸
問
よ
り
埋
れ
て
居
る
と
は
決
し
て
断
言
問

来
友
い
。
民
訟
の
如
き
私
法
の
法
本
訟
は
一
旦
制
定
公
布
し
た
以
上
は
、
速
に
と
れ
を
改
廃
す
る
と
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
時
代

の
竣
濯
に
順
肱
せ
し
む
る
た
め
に
、
間
申
詑
並
に
判
例
を
以
っ
て
共
の
短
所
を
補
足
す
る
の
で
あ
る
。
但
し
初
く
も
制
定
法
主
義
を
原

一
般
に
民
法
品
川
ハ
の
み
な
ら
や

(
仰
、
伊
、
内
及
び
日
本
)

則
と
し
て
ゐ
る
以
上
は
将
来
改
正
の
暁
に
之
れ
を
明
文
と
な
す
可
き
必
要
あ
る
と
と
は
勿
論
で
あ
る
。

後
進
図
は
先
進
凶
の
立
法
、
判
例
並
に
串
設
等
を
参
考
資
料
と
し
て
利
用
し
得
可
き
有
利
の
立
場
に
あ
る
か
ら
、
少
く
共
形
式
上
法

血
バ
は
進
歩
し
た
も
の
を
制
定
し
件
ら
れ
る
。
中
華
民
国
民
法
の
如
き
は
そ
の
穎
著
な
例
で
る
る
。

川
内
ジ
ヨ
ス
ラ
ン
は
帥
繭
四
に
於
け
る
標
利
濫
川
の
法
理
を
判
例
並
に
製
設
か
ら
大
韓
弐
の
間
過
に
分
類
し
て
ゐ
る
。

イ・

主
槻
的
標
準

(
c
p
m
z
-
H
H
E
E
8
5
H
)

加
害
の
意
思
及
び
之
に
附
随
し
て
生
や
る
主
翻
的
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
初
期
に
は
と
れ
が
典
明
的
椛
川
と
看
倣
さ

(ロ)
れ
た
も
の
で
あ
る

技
術
的
標
準

(
0・
疋
完
常
各
ロ
円
安
戸
市
)

権
利
行
使
に
仲
ふ
技
術
に
依
る
も
の
で
、
前
者
の
主
翻
主
義
よ
り
一
歩
進
み
、
善
意
あ
る
も
、
そ
の
方
法
手
段
が
正
常
に
し

て
慎
主
な
ら
ざ
る
可
か
ら
や
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
経
済
的
標
準
ハ

P
R
P
E
g
s
-
c
E舌凸〕

権
利
行
使
が
趨
法
に
し
て
法
律
上
保
護
せ
ら
る
可
き
利
益
に
非
ざ
る
限
り
、
之
を
航
別
と
認
む
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ヱ

l
リ

ン
グ
の
利
袋
法
壊
の
忠
恕
に
相
通
や
る
も
の
が
あ
り
、
未
だ
側
人
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
因
は
れ
て
ゐ
る
嫌
が
あ
る
。
査
し
、
「
利
錠
」

な
る
川
訴
は
権
利
行
使
者
の
例
人
的
利
谷
一
に
限
局
し
て
解
縛
さ
れ
易
く
、
叉
純
粋
に
絞
掛
的
乃
至
物
質
的
利
従
の
み
の
遁
求
に

Josserantl. of. eit. P. ::41. 。〉



解
さ
れ
、
そ
れ
が
合
法
的
な
る
場
合
に
は
枇
命
日
的
反
肱
の
如
何
を
問
は
や
公
認
さ
れ
る
践
が
あ
る
。
本
詑
は
倒
的
問
の
鼠
十
点
の
並

に
裁
判
官
に
段
も
多
く
支
持
者
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
の
有
名
な
る
コ
ル
マ
1
ル
の
先
跡
的
判
決
も
と
の
思
想
に
撮
っ
て

ゐ
る
。
雨
後
所
有
躍
に
つ
い
て
特
に
多
く
と
れ
が
油
用
さ
れ
他
に
も
影
響
在
及
ぼ
し
て
舟
る
が
、
米
だ
由
民
に
符
翻
的
乃
五
枇
合

的
僚
件
を
具
備
し
て
居
な
い
も
の
で
あ
る
。

批
合
的
又
は
機
能
的
標
準
(
(
)
巳
昨
今
巾
間
三

-E口
E
F
E
E口)

権
利
行
伎
の
そ
の
吐
合
的
機
能
よ
り
逸
股
す
る
と
と
(
同
比
二
2
0
2
E
2
月
三
ふ
戸
骨
島

f
z
p
z
t
g
g口
正
乙
を
以
っ

て
標
識
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
以
上
三
者
の
快
陥
を
柿
ひ
真
に
将
来
の
法
律
秩
序
と
し
て
別
ひ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
り
と
す

る
。
元
来
、
あ
ら
ゆ
る
特
模
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
的
模
能
は
共
の
恭
礎
が
枇
命
目
的
で
あ
り
、
従
っ
て
例
人
的
利
怨
が
枇
合
的
初
日
伶

の
た
め
に
役
立
つ
範
聞
に
於
い
て
の
み
是
認
す
る
も
の
と
た
す
の
で
あ
る
。

斯
く
し
て
初
め
て
権
利
の
枇
合
的
地
位
も
永
く
安
定
し
得
ら
る
L

で
あ
ら
う
。
而
し
て
こ
れ
は
単
に
財
用
訟
の
み
な
ら
や
身
分
法

上
に
於
て
も
勿
九
州
行
は
れ
る
も
の
で

b
り
、
更
に
行
政
法
上
の
防
相
利
行
使
に
於
け
る
基
準
と
し
て
も
安
常
ず
る
も
の
と
言
ふ
可
き
で

あ
る
。
之
を
要
す
る
に
樺
利
の
行
使
に
は
一
杭
命
倫
理
的
の
制
約
が
附
せ
ら
る

L
K
至
っ
た
と
・
一
つ
け
ぴ
作
ゃ
う
。

北
に
我
問
の
賢
怖
を
迷
ぺ
ゃ
う
。
思
ナ
詮
上
は
岐
に
夙
く
諸
家
の
主
張
が
現
れ
今
や
羽
詰
と
し
て
是
認
せ
ら
れ
た
も
の
と
す
ふ
も
謬

な
い
で
あ
ら
九
。
然
ら
ぱ
判
例
は
如
何
。
之
に
就
て
は
米
川
博
士
の
分
類
を
蒋
り
て
現
花
ま
で
の
賢
献
を
述
べ
ゃ
う
と
忠
ん
。

我
閣
の
判
例
に
於
い
て
明
什
に
樺
利
の
濫
川
と
し
て
共
の
正
常
の
行
使
の
限
界
を
越
え
、
従
つ
セ
法
作
的
保
護
に
慣
ひ
し
た
い
と

・
な
し
た
る
は
故
近
の
事
に
崩
す
る
が
、
と
の
思
想
の
萌
芽
は
師
に
過
去
の
判
例
に
も
硯
は
れ
る
。
博
士
は
次
の
川
極
に
分
っ
て
命
ぜ

ら
れ
て
居
ら
れ
る
。

引
加
害
の
意
志
乃
至
目
的
に
章
一
鮪
を
置
く
も
の
。

之
に
就
い
て
は
、
岐
に
一
一
一
十
飴
年
前
〈
明
治
問
O
年
六
月
、
東
京
料
訴
院
、
法
曹
記
事
第
一
七
径
六
競
七
O
一氏
U

の
判
例
に
そ
の
一
例
を

機
利
法

m
m論
一
と
立
(
の
愛
国
出

牧野博士、 ildドに於ける進化と進歩、二二三頁以下
末弘博士 物標法、上谷、三二七頁及三四五頁以 F
末川博士 椛利i監用、決波iHf:泉僻典ー谷六六on
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機
利
舷
府
政
論
と
共
の
後
川
出

見
出
し
川
げ
ら
れ
る
が
、
近
年
の
も
の
と
し
て
は
、
電
気
事
業
者
の
施
設
し
た
る
水
路
川
の
隆
道
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
、
共
土
地
を

見
受
け
た
る
者
が
土
地
所
有
慌
に
北
川
き
妨
等
排
害
を
請
求
し
た
る
事
件
に
闘
す
る
判
例
を
あ
げ
て
ゐ
る
。

(
新
潟
地
裁
、
昭
和
七
年
、

レ
、
第
二
六
時
匹
、
法
作
新
聞
三
凶
四
四
五
時
叫
)

判
決
は
「
合
枇
(
東
京
電
位
株
式
合
枇
)
一
一
於
イ
テ
右
水
路
ノ
一
部
ナ
ル
係
争
隆
道
ヲ
牧
去
ス
ル
ト
キ
ハ
兆
一
シ
キ
損
害
ヲ
家
ム
ル

コ
ト
制
メ
テ
明
白
ナ
リ
。
(
中
略
)
被
控
訴
人
(
土
地
所
有
者
)
ガ
右
隆
道
ノ
牧
去
ヲ
求
ム
ル
ユ
付
何
等
ノ
利
ハ
伶
ヲ
有
セ
ザ
ル
一
那
賀

ヲ
以
テ
ス
ル
時
ハ
、
被
控
訴
人
ガ
本
件
路
道
ノ
牧
去
ヲ
求
ム
ル
ハ
控
訴
合
祉
-
一
針
シ
損
害
ヲ
興
ブ
ル
コ
ト
ノ
ミ
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ

ナ
ル
コ
ト
ヲ
宥
取
ス
ル
エ
難
シ
ト
セ
ズ
。
左
ス
レ
パ
右
隆
道
ノ
牧
去
ヲ
求
ム
ル
ハ
、
土
地
所
有
権
ノ
行
使
ナ
ル
コ
ト
勿
論
ナ
リ
ト
鰍

モ
、
共
所
有
桃
ノ
行
使
ク
ル
ヤ
許
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
」
と
閉
山
を
説
明
し
て
原
判
決
を
取
治
し
て
ゐ
る
。
之
は
円
以
紅
の
大
容

院
判
決
ハ
後
述
、
昭
和
一

O
年
一

O
月
五
日
)
に
酷
似
し
た
る
事
案
で
あ
り
、
何
れ
も
商
事
合
枇
の
企
業
で
あ
り
合
批
側
が
勝
一
向
と

な
っ
て
ゐ
る
事
を
私
は
注
意
し
て
置
き
度
い
。
所
謂
企
業
責
任
が
企
業
宥
側
の
無
過
失
に
も
拘
ら
や
、
そ
の
結
果
に
基
き
賠
償
責
任

を
課
す
る
に
釘
し
、
之
は
企
業
の
粧
情
的
慣
値
が
兆
一
し
く
高
唱
さ
れ
て
ゐ
る
貼
は
企
業
勃
興
時
代
の
現
象
と
し
て
特
記
に
慣
す
る
。

ロ
公
序
良
俗
を
標
識
と
な
す
も
の
。

之
に
闘
し
て
は
戎
の
一
例
を
奉
げ
て
ゐ
る
。

「
凡
ソ
棋
利
ハ
問
家
ノ
維
持
ト
溌
注
ト
ヲ
中
一
一
山
セ
ザ
ル
飽
閣
内
一
一
於
テ
ノ
ミ
保
護
セ
ラ

ル
、
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
公
ノ
秩
序
普
良
ノ
風
一
俗
=
反
ス
ル
行
震
ハ
椛
利
ノ
活
動
純
国
ト
シ
テ
認
ム
ベ
キ
モ
ノ
一
二
井
ズ
」

(
品
門
戸
地

裁
、
大
瓦
五
年
九
月
十
一
日
、
法
符
評
論
五
谷
氏
一
二
五
五
頁
)

今
本
件
の
係
争
は
何
に
闘
す
る
か
詳
に
し
な
い
が
、
凡
そ
公
序
良
俗
に
反
す
る
法
律
行
局
を
無
効
と
な
す
と
と
は
何
人
も
異
論
の

無
い
と
と
ろ
で
あ
ら
う
。
問
題
は
寧
ろ
如
何
な
る
兵
樫
的
内
容
を
と
の
抽
象
的
川
一
誌
に
附
興
ず
る
か
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

即
ち
公
序
良
俗
そ
の
も
の
が
時
代
と
場
所
に
依
っ
て
具
際
的
に
は
替
選
が
あ
り
得
る
符
で
あ
"
位
。

之
に
就
い
1

て
吾
妻
教
授
は
我
同
の
列
例
を
分
析
し
大
体
次
の
如
く
に
分
類
し
て
庇
ら
れ
る
c

ト
ト
h

F

一EH仲
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同
人
倫
に
反
す
る
も
の
。
例
へ
ば
親
子
・
夫
婦
の
人
情
・
道
義
に
反
す
る
も
の
。

山川

E
義
の
概
念
に
反
す
る
も
の
。
不
五
行
鵠
の
慾
恐
又
は
加
拾
の
契
約
、
刑
判
債
を
奥
へ
て
怒
事
を
伐
さ
し
め
ざ
る
契
約
の
如
き
は
こ
れ
に
属

す
る
。

ρ
U
 

所
説
暴
利
行
銭
。
他
人
の
無
思
慮
e

窮
迫
に
乗
じ
て
不
常
の
利
径
を
博
す
る
行
伐
を
い
ふ
。

山
間
例
人
の
自
由
を
品
開
度
に
制
限
す
る
も
の
。
察
知
妓
契
約
を
以
っ
て
典
型
的
事
例
と
す
る
。

仙
川
阻
官
業
自
由
の
制
限
。
例
へ
ば
傭
主
が
使
用
人
に
針
し
解
雇
後
一
完
の
管
業
を
許
さ
ピ
る
が
如
き
封
往
的
慣
剤
日
、
同
業
者
間
の
競
業
山
内
山
止
に

関
す
る
規
定
に
し
て
批
令
制
度
を
超
え
た
る
も
の
。

山
川
射
倖
的
な
る
も
の
。
賭
博
、
皆
同
銀
出
、
純
一
議
、
馬
券
等
に
し
て
反
一
批
合
的
の
傾
向
を
特
ぷ
る
相
場
合
。

川
田
図
民
経
済
上
重
大
な
る
陪
持
と
な
る
も
の
。
所
有
棋
の
慮
分
を
永
久
に
禁
止
す
る
こ
と
を
依
件
と
し
て
鮒
興
す
る
が
如
き
場
合
。

向
現
一
枇
令
の
公
の
制
度
に
反
す
る
も
の
。
私
有
財
産
制
度
、
又
は
家
族
制
度
に
反
す
る
ζ

と
を
日
的
と
す
る
が
如
き
行
銭
。

ハ

枇

命
H

翻
念
を
標
準
と
た
す
も
の
。

「
凡
ソ
枇
合
的
共
川
生
活
ヲ
箆
ス
モ
ノ
、
問
ニ
於
テ
ハ
一
人
ノ
行
筋
ガ
他
人
=
不
利
抗
ヲ
及
ボ
ス
コ
ト
ア
ル
ハ
兎
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル

所
ニ
シ
テ
、
此
ノ
場
合
-
一
於
一
ア
常
一
一
模
利
ノ
侵
害
ア
リ
ト
箆
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
共
他
人
ハ
共
同
生
活
ノ
必
要
上
之
ヲ
認
終
セ
ザ
ル
ベ
カ

ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
探
レ
ド
モ
共
行
筋
ガ
吐
合
概
念
上
被
害
者
ニ
於
テ
認
容
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
一
般
ニ
認
メ
ラ
ル
、
程
度
ヲ
超
エ
グ

ル
ト
キ
ハ
模
利
行
使
ノ
趨
営
ナ
ル
範
一
国
ユ
ア
ル
モ
ノ
ト
号
一
口
ブ
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
不
法
行
常
ト
舟
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
官
ト

ス

ハ
大
審
院
大
正
八
年
三
月
三
日
列
決
。

民
録
二
五
緯
=
一
六
二
瓦
〉

本
案
は
汽
車
の
煤
煙
の
た
め
に
沿
線
の
松
樹
が
枯
死
し
た
事
件
で

営
時
と
れ
を
機
縁
と
し
て
権
利
散
問
論
が
L

へい
r
p論
ぜ
ら
る
L

に
至
っ
た
。
狛
ほ
之
と
同
趣
旨
の
も
の
と
し
て
大
審
院
刑
事
部
判
決

(
昭
和
九
年
八
月
二
日
、
法
律
新
聞
三
七
六

C
銃
七
頁
ν

を
奉
げ
る
と
と
が
出
来
る
。

ニ
権
利
者
の
利
益
欠
続
、
他
人
へ
の
加
害
、
世
合
経
済
上
の
損
失
を
棋
識
と
な
す
も
の
。

之
に
就
い
て
奉
げ
ら
れ
た
判
例
は
、
市
街
地
(
東
京
府
下
組
戸
町
)
に
於
け
る
相
隣
者
聞
の
係
争
事
件
で
あ
る
。
被
告
の
所
有
す

る
家
屋
が
敷
地
境
界
線
を
越
へ
て
原
告
所
有
道
路
上
に
突
同
し
、
共
敷
地
の
上
安
を
内
有
す
る
事
置
は
認
め
る
が
、
右
突
川
部
分
に

柑
惟
利
濫
用
珂
論
と
其
の
球
技
炭

物搭(二i1'i)二五九百日本列例大成三宅E太郎編1:)) 



機
利
濫
周
期
出
論
と
其
の
融
政
M
出

二
四

囚
り
占
有
す
る
土
地
は
、
之
を
道
路
と
し
て
使
用
す
る
気
被
告
が
原
ん
け
よ
り
賃
借
す
る
私
道
敷
地
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
右
出
氷
山
陀
の

突
出
に
依
り
該
土
地
を
従
来
通
り
道
路
と
し
て
使
川
す
る
に
宅
も
妨
害
も
な
く
、
之
に
依
っ
て
原
生
円
の
土
地
利
川
慣
値
の
減
損
せ
ら

円。L
が
如
き
一
品
賞
は
認
め
得
ら
れ
な
い
。

依
っ
て
裁
判
所
は
「
抑
モ
棋
利
ノ
行
使
ニ
ハ
白
ラ
一
定
ノ
限
界
ア
リ
、
有
ク
モ
椛
利
ヲ
有
ス
ル
者
一
一
於
テ
ハ
、
之
ヲ
行
使
ス
ル
モ

自
己
ニ
何
等
ノ
利
益
ナ
ク
、
然
モ
之
ニ
囚
リ
他
人
一
二
損
害
ヲ
加
へ
、
枇
命
日
経
掛
上
損
失
ヲ
招
ク
ガ
如
キ
場
合
=
於
テ
モ
、
何
等
ノ
制

限
ナ
ク
之
ヲ
行
使
ス
ル
ハ
会
ク
棋
利
者
ノ
白
山
グ
ル
ベ
シ
ト
謂
フ
ガ
如
キ
ハ
、
到
底
法
律
ノ
認
本
ス
ル
所
ト
解
ス
ル
ヲ
得
ズ
。
之
ヲ

本
件
一
一
付
見
レ
パ
、
前
認
定
ノ
如
キ
場
合
、
原
品
一
内
ガ
被
台
一
一
割
シ
本
件
家
屋
ノ
突
出
部
分
ノ
切
取
ヲ
求
メ
、
或
ハ
契
約
上
ノ
使
川
方

法
=
遠
背
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
、
賃
貸
借
ヲ
解
除
ス
ル
ガ
如
キ
ハ
、
所
謂
楳
利
ノ
舵
周
一
一
シ
テ
法
作
ノ
保
護
-
一
慣
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
云
ハ

ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
」

(
東
京
地
裁
、

間
和
六
年
一
(
U
H

月
九
日
、

法
符
評
論
、

二
O
谷
氏
法
九
五
七

l
九
五
九
瓦
)
と
断
じ
て
ゐ
る
。

以
上
の
詑
明
に
依
り
従
来
我
閣
に
行
は
れ
て
ゐ
る
串
詑
並
に
判
例
の
傾
向
は
略
推
知
出
来
ゃ
う
の

持

Aι 

* 

州
最
後
に
恥
近
の
判
例
と
し
て
注
目
す
可
合
も
の
二
仰
を
懇
げ
や
う
。

第
一
は
、
土
地
所
有
権
に
闘
す
る
妨
寄
排
除
請
求
事
件
で
あ
る
。

列
例
集
第
一
四
谷
、
第
二
ニ
銃
、
民
一
九
六
五
頁
以
下
)

(
火
構
院
、
昭
和
一

O
年一

O
月
五
日
、
民
事
第
一
一
一
部
判
決
、
火
山
梓
院

本
件
は
本
問
題
の
最
近
の
動
向
を
察
す
る
に
絶
好
の
判
例
で
あ
る
。
宮
山
腕
下
新
川
郡
内
山
村
と
て
黒
部
川
渓
符
の
入
口
に
あ
る

宇
奈
月
描
泉
は
川
上
の
黒
薙
祖
泉
よ
り
遥
か
に
数
千
聞
の
木
管
に
依
っ
て
引
湯
し
て
居
る
の
で

b
る
が
、
偶
々
そ
の
謹
中
の
-
一
部
分

を
既
設
後
十
数
年
を
経
過
後
、
本
事
件
の
原
告
が
購
入
し
、
共
の
所
有
地
の
中
約
二
坪
弱
を
通
る
木
管
に
つ
き
、
所
有
椛
者
の
首
然

の
模
利
と
し
て
引
湯
管
の
牧
去
を
請
求
し
、
高
一
之
に
臨
ぜ
ざ
る
場
合
は
、
引
湯
管
と
閥
係
な
き
荒
蕪
地
な
る
自
己
所
有
地
一
一
一
千
坪

を
本
件
土
地
と
仏
大
に
併
せ
て
坪
七
同
即
ち
融
制
二
高
飴
闘
に
て
山
貝
取
る
外
は
一
切
の
安
協
に
臆
ぜ
や
と
主
張
し
た
。
狛
ほ
本
件
土
地



の
前
所
有
4
4
は
引
揚
管
敷
設
首
時
は
未
成
年
で
あ
っ
た
が
親
権
者
も
無
か
っ
た
の
で
事
宜
上
の
後
見
人
の
承
認
を
作
、
雨
後
前
地
主

が
成
年
に
建
し
た
る
後
も
引
績
き
該
使
用
料
を
受
制
し
て
居
た
。
随
っ
て
合
枇
の
土
地
利
則
椛
は
時
獣
に
承
認
さ
れ
た
も
の
と
宥
倣

さ
れ
て
ゐ
る
。
叉
、
本
件
土
地
は
事
宜
上
二
坪
弱
の
荒
蕪
地
で
経
済
的
慣
値
は
極
め
て
低
い
が
、
之
に
到
し
問
題
の
温
泉
管
の
控
更

は
一
万
能
闘
を
裂
す
る
の
み
な
ら
守
、
附
近
一
帯
の
住
民
の
盛
衰
に
重
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
庭
が
あ
っ
た
。
之
に
到
し
て
一
審
及
一
一

審
共
原
本
口
の
敗
北
と
な
っ
た
が
、
大
審
院
は
同
じ
く
共
の
請
求
を
斥
け
て
次
の
如
き
要
旨
を
以
っ
て
断
…
来
し
た
。

『
所
有
権
-
一
割
ス
ル
侵
害
存
ス
ル
モ
、
之
=
依
ル
損
害
ノ
程
度
微
少
ニ
シ
テ
、
而
モ
佐
客
除
去
ノ
箆
英
犬
ナ
ル
出
費
北
パ
ノ
他
ノ
損
失

ヲ
生
ズ
ベ
キ
場
合
一
一
一
於
テ
、
第
三
者
ガ
不
吉
ナ
ル
利
得
ヲ
企
割
シ
、
別
段
ノ
必
要
ナ
ク
シ
テ
、

H
K
宜
白
日
二
係
ル
物
件
ヲ
山
氏
牧
シ
、
以

テ
所
有
者
ト
シ
テ
使
害
者
一
一
割
シ
侵
害
朕
態
ノ
除
去
ヲ
迫
ル
ト
同
時
-
一
、
該
物
件
等
ヲ
不
相
官
=
日
額
ナ
ル
代
金
ヲ
以
テ
貝
取
ル

ベ
キ
旨
ノ
要
求
ヲ
提
示
シ
、
他
ノ
一
切
ノ
協
調
一
一
躍
ゼ
ズ
ト
主
張
ス
ル
ガ
如
キ
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
、
該
佼
寄
除
公
ノ
請
求
ハ
権
利

ノ
濫
用
ニ
外
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
。
』

此
の
判
決
に
封
し
て
穂
積
重
遠
博
士
は
「
従
来
の
態
度
よ
り
更
に
大
き
く
一
歩
を
踏
み
問
し
て
椛
利
酷
刑
の
法
理
を
会
両
的
に
採

用
す
る
と
と
L
左
っ
た
の
で
あ
り
、
判
U
H
極
め
て
正
昔
、
双
手
を
摩
げ
て
賛
成
推
奨
し
た
い
」
と
一
一
け
っ
て
居
ら
れ
る
。

以
上
の
説
明
に
依
っ
て
本
問
題
に
闘
す
る
我
園
の
判
例
並
に
準
設
の
趨
勢
が
覗
は
れ
や
う
。
要
す
る
に
我
悶
に
於
て
も
、
例
人
的

よ
り
枇
合
的
に
、
主
翻
主
義
よ
り
客
翻
主
義
に
漸
次
に
轄
同
し
つ
L
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

第
二
は
、
地
下
水
利
艇
の
競
合
に
基
く
損
害
賠
償
請
求
事
件
〈
東
京
民
事
地
方
裁
列
所
、
昭
和
九
年
七
八
O
三
致
、
何
一

O
年一

O
月
二

八
日
列
決
、
法
律
評
論
第
二
四
谷
第
-
一
一
旗
民
法
一
一
五
七
一
只
以
下
〉
で
あ
る
。

本
件
は
皐
に
権
利
濫
用
理
論
上
よ
り
見
て
興
味
る
る
の
み
た
ら
歩
、
水
利
椛
に
闘
す
る
重
要
な
る
問
題
を
包
合
し
て
ゐ
る
。
，
次
に

事
賓
の
概
要
と
判
旨
を
越
ぺ
ゃ
う
。

東
京
府
南
多
摩
郡
七
生
村
に
於
い
て
、
料
理
業
者
と
養
魚
業
者
と
が
相
隣
接
し
て
営
業
中
、
側
々
相
互
に
於
い
て
替
業
川
の
井
戸

権
利
道
周
辺
論
と
英
の
昨
日
展

ミ白:

八一五:t{以 F五回答内務法事協合雑誌、14) 



権
利
法
府
迎
論
と
共
の
間
四
民

一一六

を
掘
り
下
げ
、
迭
に
競
争
的
に
掘
井
を
増
加
又
は
深
め
た
結
果
、
前
者
の
井
戸
が
洞
渇
し
て
営
業
停
止
す
る
に
五
り
、
後
者
に
損
容

賠
償
を
請
求
し
た
と
い
ふ
の
が
事
案
の
大
而
主
で
あ
る
。
始
め
原
台
は
昭
和
七
年
、
自
己
所
有
地
内
の
眺
望
よ
き
庭
闘
に
「
浪
々
グ
ル

清
水
ノ
噴
出
ス
ル
泉
水
ノ
美
槻
ヲ
特
色
ト
ス
ル
料
理
山
」
を
絞
替
す
る
目
的
で
、
該
庭
園
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
泉
水
設
備
を
怨
し
、

第
一
(
泉
水
及
魚
類
保
存
用
)
及
び
第
二
(
炊
事
及
浴
室
川
〉
の
井
戸
を
掘
っ
て
開
業
し
た
。
然
る
に
朝
五
年
被
告
は
該
地
の
市
側
道

路
を
粧
て
隣
接
し
、
一
段
低
き
自
己
所
有
地
に
器
開
業
経
管
の
目
的
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
養
魚
地
を
設
け
、
原
台
所
有
地
よ
り
約
三
間

の
地
貼
に
約
二
十
間
の
井
戸
を
掘
り
た
る
外
に
向
ほ
自
己
所
有
地
内
に
敢
ケ
の
井
戸
を
掘
っ
た
。
之
が
矯
め
に
出
台
の
第
一
井
は
殆

ん
ど
湖
渇
し
、
第
二
井
も
危
く
な
っ
た
の
で
、
更
に
第
三
井
を
設
け
た
所
、
被
告
は
更
に
井
戸
を
掘
下
げ
て
多
長
の
噴
水
査
を
件
て

規
模
を
鏑
大
し
た
。
昭
和
九
年
に
王
り
、
被
告
は
総
計
六
筒
の
井
戸
に
よ
り
州
営
業
を
檎
続
す
る
に
五
っ
た
が
、
之
に
以
し
、
原
告
は

ご
一
井
共
に
殆
ん
ど
洞
山
附
す
る
に
五
り
、
数
弐
に
亙
り
合
計
千
数
百
闘
を
費
し
て
改
修
工
事
を
施
し
た
る
も
、
皆
主
に
必
要
な
る
川
水

欠
乏
し
た
る
た
め
、
九
年
六
月
遂
に
休
業
す
る
に
五
っ
た
。
依
っ
て
、
皆
業
上
の
損
失
一
千
百
飴
同
、
改
修
工
事
死
一
千
二
百
飴
附

合
計
二
千
間
百
飴
同
並
に
右
完
消
に
至
る
ま
で
年
五
分
の
遅
滞
損
害
金
の
支
姉
を
請
求
し
た
。

向
段
、
原
告
は
被
告
が
掘
繋
工
事
に
依
り
原
台
の
井
水
の
洞
渇
又
は
減
水
ナ
可
き
と
と
を
知
り
つ
L
自
己
の
工
事
を
施
し
た
る
と

と
、
及
び
仮
に
斯
る
橡
見
な
か
り
し
と
す
る
も
、
養
魚
業
の
如
き
多
量
の
水
を
必
要
と
す
る
業
務
を
開
始
せ
る
者
が
白
山
に
地
下
水

を
噴
出
せ
し
む
れ
ば
相
隣
地
の
潟
水
又
は
減
水
を
招
来
す
る
と
と
は
何
人
も
深
見
し
作
る
と
と
ろ
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
相
官
の
注

意
を
梯
は
守
し
て
過
失
に
図
り
か
L

る
設
見
を
な
さ
ざ
り
し
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
ゐ
る
。

之
に
釘
し
て
、
被
告
は
事
宜
は
大
間
認
む
る
も
、
土
地
所
有
権
の
法
律
的
効
果
と
し
て
地
下
水
位
利
用
し
件
る
は
や
川
然
で
あ
り
、

そ
の
井
戸
に
依
る
地
下
水
利
川
も
従
っ
て
適
控
行
筋
で
あ
る
と
な
し
、
向
ほ
原
告
が
自
己
所
有
土
地
に
於
て
穿
井
に
依
り
地
下
水
を

利
川
し
得
る
は
「
該
地
下
水
ガ
方
土
地
ト
一
世
ヲ
潟
ス
枇
態
一
三
於
ケ
ル
範
聞
=
限
リ
、
右
土
地
所
有
権
ノ
内
容
ト
シ
テ
許
察
サ
ル
ル

-
一
過
ギ
ズ
」
し
て
右
穿
井
に
依
り
他
に
特
別
の
槙
利
を
取
得
せ
る
も
の
に
非
れ
ば
、
該
地
下
水
が
一
日
一
被
告
の
所
有
地
に
浸
潤
し
た



る
以
上
は
自
己
所
有
地
の
地
下
水
た
り
し
と
と
を
現
，

mと
し
て
被
台
の
地
下
水
利
川
を
遣
法
な
り
と
銭
す
能
は
や
と
抗
帰
し
て
ゐ
る

之
に
到
す
る
判
決
の
要
旨
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
土
地
所
有
権
ハ
法
令
/
制
限
内
ニ
於
テ
共
ノ
土
地
ノ
上
下
ニ
及
プ
ベ
キ
モ
ノ

ナ
レ
パ
、
土
地
所
有
者
ハ
法
令
叉
ハ
慣
習
ニ
依
リ
、
禁
止
制
限
セ
ラ
レ
ザ
ル
限
リ
、
土
地
所
有
権
ノ
行
使
ト
シ
テ
、
共
地
中
ノ
水
ヲ

白
山
一
一
利
用
シ
得
ル
ト
雌
モ
、
組
テ
楳
利
ノ
行
使
ハ
枇
命
日
翻
念
上
埴
世
ナ
ル
範
囲
一
一
於
テ
ノ
ミ
之
ア
稔
ス
コ
ト
ヲ
一
安
シ
、
有
モ
権
利

ノ
行
使
ナ
ル
以
上
ハ
、
共
結
果
他
人
一
一
如
何
ナ
ル
損
'
答
ヲ
及
ボ
ス
モ
何
等
ノ
責
任
ナ
シ
ト
ハ
謂
ヒ
難
ク
、
椎
吋
刊
行
使
ノ
結
果
損
害
ヲ

受
ケ
ク
ル
被
害
者
モ
常
=
必
ズ
シ
モ
之
ヲ
忍
容
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
非
ズ
シ
テ
、
北
パ
ノ
椛
利
者
ノ
行
骨
材
ガ
枇
食
生
活
上
一

般
的
ニ
被
害
者
一
二
於
イ
テ
之
ヲ
忍
容
ス
ル
ヲ
相
官
ト
ス
ル
程
度
ヲ
起
ヱ
ク
ル
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
、
時
ハ
右
椛
利
行
使
ハ
枇
合
概
念
上

い
過
営
ナ
ル
範
闘
ヲ
逸
舵
シ
タ
ル
モ
ノ
ユ
シ
一
ア
所
前
権
利
ノ
散
問
ナ
リ
ト
約
フ
可
シ
」

「
自
己
所
有
地
内
ノ
地
下
水
ニ
シ
テ
一
旦
他
人
ノ
所
有
地
ニ
流
出
又
ハ
浸
潤
シ
ク
ル
以
上
、
土
地
所
行
者
ハ
ふ
れ
地
下
水
ガ
自
己
ノ

所
有
地
内
ヨ
リ
流
出
叉
ハ
浸
潤
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
、
共
他
人
ノ
地
下
水
利
問
ヲ
直
ニ
法
法
ナ
リ
ト
箆
ス
ヲ
得
ザ
ル
コ
ト
一
五

フ
迄
モ
ナ
キ
モ
、
有
モ
他
人
ノ
行
筋
ニ
悶
リ
自
己
ノ
所
有
地
内
ノ
地
下
水
ガ
不
首
ェ
他
人
/
所
有
地
内
ユ
流
山
又
ハ
民
間
シ
、
共
ノ

結
川
市
損
害
ヲ
被
リ
タ
ル
場
合
一
一
右
行
賞
者
一
一
権
利
濫
刑
ア
リ
ト
シ
J

ア
共
ノ
責
ヲ
問
フ
ハ
問
ヨ
リ
妨
ゲ
ナ
キ
所
ナ
リ
」

「
叩
ガ
料
理
庖
営
業
者
ト
シ
一
ア
必
要
ナ
ル
使
間
水
量
従
一
ア
共
ノ
地
下
水
刈
川
設
備
ガ
従
前
ト
建
化
ナ
キ
ユ
拘
ラ
ズ
、
乙
ガ
養
品
川
者

ト
シ
テ
従
前
ヨ
リ
遥
=
利
用
設
備
ヲ
蹟
大
シ
、
之
ガ
鵠
メ
-
二
中
ガ
休
業
ス
ル
ノ
巳
ム
ナ
キ
一
一
五
リ
、
且
ツ
乙
ハ
自
己
井
戸
掘
下
ガ
叩

ノ
井
戸
川
同
水
ス
ル
コ
ト
ヲ
熟
知
シ
居
グ
ル
コ
ト
ヲ
推
知
ス
ル
二
銚
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
乙
ノ
行
待
ハ
現
時
ノ
枇
合
概
念
上
過
賞
ナ
ル

拙
利
行
使
ノ
範
閏
ヲ
逸
脱
シ
グ
ル
様
利
雄
即
ニ
シ
テ
違
法
行
待
ナ
リ
ト
ス
L

以
上
の
如
く
、
裁
判
所
は
、
一
方
に
於
い
て
土
地
所
有
植
の
絹
針
性
に
若
干
の
執
着
を
持
ち
な
が
ら
、
他
方
、
此
一
命
日
生
活
の
協
同

性
を
顧
慮
し
て
、
権
利
濫
用
の
理
論
を
全
面
的
に
適
用
し
た
。
之
は
地
下
水
を
土
地
の
構
成
部
分
ハ
目
。
浮
き
L
昨
年
一
一

p
z
r
g己注
・

2
2
2乙
と
す
る
停
統
的
立
場
か
ら
止
む
を
得
な
い
結
論
で
る
る
が
、
米
附
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
於
け
る
新
判
例
の
如
く
、
地
下
水

格
利
法
周
辺
論
と
其
の
溌
民

二
七



椴
利
濫
用
組
論
と
其
の
溌
肢

ノ'¥

を
土
地
の
構
成
部
分
と
せ
や
し
て
公
水
と
同
様
に
取
扱
へ
ば
、
沿
岸
地
所
有
者
ハ
冨
吉
正
泊
三
当
昌
弘

ash-肖O
}

)

ユ
b
E括
払

2
5
E
u

d
p与
急
だ
の
吋
〉
の
公
水
に
封
ず
る
が
如
く
、
門
的
然
相
聞
椛
ハ
(
〕
S
E
a
7
6
民
間
宮
ゾ
の
効
果
と
し
て
相
互
に
一
定
の
限
界
を
超
え
た

る
利
用
棋
は
是
認
せ
ら
れ
や
、
従
っ
て
、
チ
レ
ン
マ
は
直
に
解
決
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

而
し
て
、
以
上
の
論
旨
か
ら
段
後
に
賠
償
請
求
棋
を
是
認
し
て
居
る
が
、
尚
ほ
弐
の
椋
念
品
一
だ
合
法
問
あ
る
解
決
案
を
器
げ
て
ゐ
る

「
斯
ク
ノ
如
キ
場
合
一
一
ハ
、
被
答
者
ク
ル
巾
ヨ
ワ
乙
エ
封
シ
、
川
ヤ
ノ
損
害
賠
償
請
求
一
一
代
へ
、
洞
渦
ヲ
償
フ
設
備
=
シ
テ
、
甲
乙
ノ

各
町
営
業
目
的
ニ
適
合
シ
、
日
以
批
A
W
粧
消
上
不
相
首
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
、
例
ヘ
パ
乙
所
有
ノ
井
戸
ノ
噴
出
水
ヲ
、
動
力
等
-
一
依
リ
叩
エ
引

水
分
配
ス
ル
ガ
如
キ
設
備
ヲ
箆
ス
コ
ト
ヲ
要
求
、
ν
符
ル
モ
ノ
ト
シ
、
乙
ハ
自
費
ヲ
以
テ
巾
ノ
話
ニ
右
設
備
ヲ
潟
ス
モ
ノ
ト
シ
、
之
-
一

ヨ
リ
巾
乙
相
和
協
シ
テ
各
自
ノ
替
業
ヲ
持
績
ス
ル
コ
ト
ヲ
作
ル
モ
ノ
ト
セ
パ
、
吐
命
日
生
活
ノ
一
般
的
安
全
並
一
一
枇
合
経
済
ノ
保
護
/

趣
旨
=
モ
副
ヒ
、
極
メ
テ
首
ヲ
符
ク
ル
解
決
方
法
タ
ル
ベ
シ
」

斯
様
に
協
同
態
倫
理
を
高
唱
し
な
が
ら
「
然
レ
ド
モ
未
ダ
被
害
者
一
一
割
シ
、
斯
ク
設
備
請
求
権
ヲ
興
ヘ
グ
ル
立
法
ナ
キ
我
図
=
於

テ
、
官
事
者
又
此
貼
一
一
万
一
譲
ノ
一
致
ヲ
見
ザ
ル
本
件
一
一
ア
リ
一
ア
ハ
、
乙
ハ
右
井
戸
ノ
桐
掲
ニ
因
リ
、
巾
ノ
被
リ
タ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス

ル
外
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
半
ば
味
暁
的
に
、
今
ば
現
代
法
律
制
度
の
側
人
主
義
的
本
質
に
劃
す
る
根
本
的
批
判
を
示
唆
し
て
ゐ
る
。

惟
ふ
に
、
五
日
出
引
水
は
洋
の
束
凶
を
問
は
や
古
今
の
通
弊
で
あ
る
。
米
同
の
諺
に
も
J
〈
時
三

sud--gZEHHd-Z件
匂

2
2岳山巴
m

z
o
c
z
o
(水
は
ウ
イ
ス
キ
ー
よ
り
性
の
語
い
院
J

仰
の
和
)
と
か
、

J
4
2
g円
可
民
2
M
ふ
ろ
ザ
ハ
b
h
J

の
親
陸
、
即
ち
農
業
季
節
に
は
治
五
ひ

に
水
守
で
口
も
利
か
な
い
が
、
b
h
r

に
な
る
と
仲
直
り
す
る
〉
な
ど
と
言
は
れ
る
。
而
か
も
資
本
主
義
的
代
表
困
の
ア
メ
リ
カ
に
さ
へ

投
業
水
利
法
上
、
漸
，
次
に
伴
統
の
均
か
ら
離
れ
た
協
川
的
思
想
に
立
脚
せ
る
判
例
法
が
護
法
し
つ
L

あ
る
で
は
な
い
か
。
私
は
之
を

忠
ふ
と
き
、
我
闘
に
於
て
も
百
尺
ル
平
副
更
に
一
歩
を
進
め
て
述
に
水
利
法
に
於
け
る
枇
合
連
帯
的
理
論
白
根
本
的
確
立
を
行
は
ん
と

と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

以
上
最
近
の
二
判
例
を
見
て
も
、
如
何
に
所
一
旬
悼
の
絶
釘
性
を
川
執
す
る
と
と
が
、
批
合
生
前
に
安
官
せ
ざ
る
か
を
宜
設
し
て
ゐ

招i稿、前掲参照]5) 



る
と
忠
ふ
。
畢
立
す
る
に
我
閣
に
於
て
も
楳
利
椛
刷
理
論

ω
支
持
さ
れ
て
ゐ
る
と
と
は
明
白
で
あ
る
。

第

類

既
に
成
文
法
の
中
に
此
法
理
を
組
入
れ
た
る
同
。

と
れ
旬
c
g
2
2
L
が
第
一
類
と
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
之
れ
は
二
種
に
分
州
制
さ
れ
る
。

目
的
主
義
的
立
法
(
戸
企
正
三
吉
田

P
2
5
5
7
Z
E
E
-
2
5】
)

j
 
1
 .‘
 (
 

ハ
湖
、
唄
、
支
那
)

誌
に
奉
げ
た
墳
太
利
民
法
と
言
ふ
も
の
は
一
八
一
一
年
の
法
文
を
指
す
の
で
は
な
い
。
官
時
の
規
定
は
勿
論
奈
翁
法
典
と
同
様
絶

制
的
専
樫
主
義
で
る
っ
た
。
然
る
に
該
法
典
は
世
界
大
械
の
最
中
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
〈
一
九
一
六
年
三
月
十
九
日
の
勅
令
〉

ド
イ
ツ
民
法
並
に
改
正
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
の
原
理
は
フ
ラ
ン
ス
共
他
に
於
け
る
判
例
並
に
準
設
に
依
っ
て
認
め
ら
れ
た

る
蹴
川
の
法
理
を
成
文
法
と
た
し
た
も
の
で
、
共
の
恭
調
は
要
す
る
に
主
翻
主
義
で
t
u
u
v
。
次
に
共
の
代
表
的
規
定
で
あ
る
ド
イ
ツ

民
法
第
二
二
六
僚
を
あ
げ
や
う
。
日
く
、

他
人
ニ
損
害
ヲ
加
フ
ル
事
ノ
ミ
ヲ
目
的
ト
ス
ル
椛
利
ノ
行
使
ハ
之
ヲ
許
サ
ズ
(
口
町
旨
-
2
Z
E
m
5
5
H
H
2
E
g
E
E
N
Z広
志
向
"

JJ・2
5
明
日
巾
ロ

Z】
1
L
2
H
N
J
J巾
口
]
h
y
p
}
)
巾

HHWPZHr
市
山
口
包
出
口
ロ
ュ

212Hm山口
VPL2HNZNZ内
回
何
日
ケ
)

即
ち
、
車
に
、
他
人
に
損
害
を
興
ふ
る

m
F
-
r
H
H
L
2
2
2
2
m
g
)
と
い
ふ
目
的

(NJJ・2

5
を
橡
め
持
っ
て

矯
す
と
い
ふ
主
槻
的
僚
件
が
中
心
酷
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
新
法
理
を
形
式
的
意
義
に
の
み
是
認
し
た
の
で
あ
っ
て
、
次
の
ス
イ
ス

民
法
の
客
視
的
責
質
主
義
と
封
比
し
た
な
ら
ば
、
一
居
と
の
新
傾
向
の
殻
建
過
料
が
明
白
と
た
る
。

因
み
に
ド
イ
ツ
民
法
も
共
の
第
一
草
案
に
於
て
は
未
だ
と
の
貼
は
認
め
ら
れ
や
、
営
時
の
通
説
で
あ
っ
た
濫
川
白
山
ハ

F
Z
Eロ
守

中
口
庄
市
宮
)
主
義
に
支
配
さ
れ
て
居
た
も
の
を
、

2
2
r
の
批
難
と
提
唱
と
に
動
か
さ
れ
て
確
定
案
の
如
く
進
化
し
た
も
の
で
あ
る

と
-
一
百
は
れ
る
。
我
が
民
法
典
は
一
ヲ
口
ふ
ま
で
も
な
く
第
一
草
案
時
代
の
慎
思
想
に
四
は
れ
、
僅
に
公
序
良
俗
に
閥
す
る
民
法
第
九
十
僚

の
規
定
に
依
っ
て
微
極
的
な
制
限
を
設
け
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
。
向
、
近
代
化
さ
れ
た
中
華
民
闘
の
新
民
法
(
一
九
一
二

O
年
)
も
と

の
原
理
を
採
用
し
て
ゐ
る
と
と
を
銘
記
し
て
去
か
う
。

(
市
山
口

B
H
S
L
2
2

(
第
一
間
八
僚
)

秘
利
濫
用
理
論
と
其
の
溌
民

-Ju 
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秘
利
低

m
m論
と
北
(
の
後
炭
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}
 
l
 
(
 

機
能
主
義
的
立
法

(
F・
p
・市

-
P
5
t
2
5
3

(
ス
イ
ス
民
法
)

第
二
保
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ス
イ
ス
民
法
の
規
定
は
次
の
如
く
で
あ
る
c

各
人
ハ
信
義
ノ
原
則
一
一
従
ツ
テ
、
ゾ
ノ
椛
利
ヲ
行
使
シ
義
務
ヲ
底
行
ス
可
シ
。
椛
利
ノ
明
白
ナ
ル
椛
川
ハ
法
律
ノ
保
護

(
(
)
}
回
目
白
ロ
ロ
の
出
目
い

TMHZ戸
{
て
。
凶
司
J

門口

21
羽
市
白
色

H・0-
4担
め
酔
ユ
ザ

M
h
n
z
T
4
m
m
v目
。
ゲ
ロ
ぬ
出
丘
。
巴
担
閣
内
出
。
ロ
]
司
国
吋
炉
開
】
市
出
(
}
白

H
p
r
o己
出
凸

ヲ
RV
ん
ケ
ズ
。

同

c
r
F、
ロ
ゲ
己
田
】
出
戸

H
L
P
m
g
ユ

u
Z
E
e
-
o
E
ロ
イ
弘
}
福
田
}
}
『
C
広
間
臥
}
)
一
口
吋

HPHo--)

即
ち
、
本
規
定
は
「
明
白
ナ
ル
椛
利
敵
川
」
(
同
~
P
吉
田
】
窓
口
民
布
団
芯
(
ア
ロ
二
r
c宗一

(50止
め
ピ
ゲ
ミ

ι
ピ
Z

F

E口
}
戸
巳

H
E
H
H
2
r
g
)

て
ふ
客
槻
的
結
果
に
重
貼
を
置
く
も
の
で
あ
っ
亡
、
行
得
者
の
主
翻
的
悪
意
の
有
無
を
問
は
な
い
。
之
に
複
雑
な
る
枇
合
生
活
の
賀

献
に
遁
す
る
所
以
で
あ
る
。
狛
ほ
本
僚
は
第
一
項
に
於
い
て
法
作
行
詩
の
税
制
的
後
件
と
し
て
所
謂
信
義
誠
置
の
原
則
を
拍
げ
、
と

れ
に
到
し
第
二
項
は
行
筋
の
消
極
的
姿
件
を
掲
げ
た
も
の
と
見
ら
れ
や
う
。

ジ
ヨ
ス
ラ
ン
は
狛
ほ
之
に
次
い
で
ソ
ピ
ヱ
ツ
ト
・
ロ
シ
ヤ
民
法
の
規
定
を
も
拍
げ
て
居
る
。
-
な
る
ほ
ど
共
の
第
一
僚
は
ス
イ
ス
民

法
の
規
定
を
更
に
よ
り
一
府
立
ハ
間
的
に
規
定
し
た
如
く
見
ゆ
る
も
、
岡
山
余
の
根
本
原
則
が
昇
、
り
、
従
っ
て
法
作
制
度
も
同
一
に
取
扱

ハ
リ
向
け

の
h
M
O八
H

P

P

 

問
題
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
殊
に
、
不
法
行
局
に
依
る
損
害
賠
償
却
論
の
琵
建
は
体
統
的
思
想
の
破
粧
を
柿
ふ
も
の
と
し
て
宥
逃
ド
ド
。

。

し
難
い
の
で
あ
る
e

即
ち
岩
が
民
法
第
七
百
九
僚
は
「
故
意
父
ハ
過
失
一
二
凶
リ
テ
他
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
グ
ル
者
ハ
之
ニ
囚
リ
テ
生

ιι

ジ
グ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
ぎ
一
任
ご
と
規
定
し
、
賠
償
責
任
の
根
械
を
加
害
者
の
故
意
一
又
は
過
失
ー
な
る
主
制
倒
的
要
件
に
置
く
の
で

m
m

8

8

 

あ
る
が
、
単
詮
並
に
判
例
に
於
て
は
進
ん
で
積
倒
的
に
被
害
者
が
受
け
た
る
椛
利
使
容
の
客
削
倒
的
事
置
に
京
き
を
置
き
問
問
結
巣
立

h

h

任
主
義
を
採
り
、
従
っ
て
無
過
失
損
害
賠
償
を
認
む
る
に
五
っ
た
如
き
は
、
法
律
概
念
が
問
先
の
も
の
に
非
や
し
て
常
に
此
舎
の
質
的
問

ふ
拙
に
於
い
て
幾
多
の
支
障
が
る
る
か
ら
、
訟
に
は
加
へ
な
い
。

以
上
私
は
組
め
て
不
充
分
な
が
ら
臨
利
惜
別
現
諭
の
大
様
を
比
較
法
制
的
に
概
制
し
た
が
、
狛
ほ
之
れ
に
闘
聯
し
て
吟
味
す
可
き



献
に
照
臆
し
て
進
化
す
る
事
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
。

J士
‘ロ

5苦

ス
イ
ス
並
に
ド
イ
ツ
二
民
法
は
近
代
私
法
阜
の
頂
鮪
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
と
謂
は
れ
て
ゐ
る
。
奈
翁
法
典
の
出
場
よ
り
一
世
紀
に

一
し
て
正
に
近
代
私
法
製
の
結
晶
と
し
て
我
等
は
二
法
典
を
得
た
。
権
利
酷
刑
理
論
は
そ
の
一
表
象
で
る
ら
ね
ば
・
な
ら
な
い
。
之
に
依

り
権
利
の
抽
象
的
絶
封
性
は
除
却
せ
ら
れ
具
瞳
的
相
封
性
が
示
現
さ
れ
た
も
の
と
言
は
れ
る
。
然
し
・
な
が
ら
私
は
と
の
貼
に
つ
い
て

向
ほ
若
干
の
疑
な
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

然
ら
ぼ
何
故
に
猶
ほ
と
の
準
化
を
以
っ
て
満
足
せ
ざ
る
か
。
間
平
に
所
有
植
の
み
に
止
ら
や
じ
て
、
財
産
法
の
一
般
よ
り
、
進
ん
で
身

分
法
に
及
ぼ
し
、
従
っ
て
私
法
塾
全
般
が
、
否
、
更
に
進
ん
で
公
法
を
加
へ
た
る
法
律
制
度
の
全
領
野
に
亙
り
、
即
ち
枇
舎
に
於
け

る
法
律
秩
序
(
。
E
Z
Yユ
門
広
告
巾
)
の
金
構
成
が
持
に
轄
向
し
て
停
統
的
思
想
よ
り
完
全
に
解
放
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ロ
1
7

法
の
基
本
的
原
別
で
あ
る
イ
ム
ベ
リ
ワ
ム
と
ド
ミ
ユ
ウ
ム
と
の
輔
併
を
断
つ
可
き
で
あ
る
。
査
し
、
公
棋
と
云
ひ
私
椛
と
云
ふ
、
そ

の
権
利
概
念
の
共
通
な
る
本
質
は
要
す
る
に
主
親
的
意
義
に
終
始
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
客
翻
的
安
官
性
を
最
初
よ
り
欠
く
が

故
に
如
何
に
之
れ
を
枇
合
的
色
彩
を
以
っ
て
粉
飾
す
る
も
夫
れ
が
た
め
に
徒
ら
に
混
雑
と
偶
蹄
と
を
犯
す
の
み
で
結
局
そ
の
翻
念
の

内
部
に
於
い
て
崩
壊
作
用
を
起
し
自
滅
の
道
左
辿
り
つ
L

あ
っ
た
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
擁
利
濫
用
理
論
は
そ
の
事
責
を
裏
書
す
る

も
の
で
る
る
が
、
百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
て
そ
の
主
観
性
そ
の
も
の
を
完
全
に
除
却
せ
ば
醤
き
権
利
の
翻
念
は
減
ぴ
る
が
新
し
き
一
世

舎
的
機
能
と
し
て
の
法
律
的
地
位
が
生
れ
出
づ
る
の
で
る
る
。
進
に
其
の
時
機
が
来
た
。
即
ち
世
界
大
戦
は
正
に
停
統
的
法
律
概
念

の
主
翻
性
が
滅
び
ゆ
く
最
後
の
挽
歌
に
外
た
ら
・
な
か
っ
た
。
爾
後
法
律
思
想
と
制
度
と
は
岡
家
並
に
枇
舎
の
全
面
に
瓦
る
深
刻
な
る

批
判
に
基
い
て
奮
套
を
股
し
貫
生
活
に
受
賞
せ
ん
と
し
て
遊
刺
た
る
動
向
主
辿
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
古
き
法
律
秩
序
は

滅
び
ゆ
く
も
新
な
る
法
律
秩
序
が
そ
の
権
威
を
樹
立
し
、
吐
命
日
生
活
を
混
沌
よ
り
教
ひ
出
す
可
き
機
能
を
川
市
す
で
あ
ら
う
。

権
利
滋
用
理
論
と
其
の
設
展


